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「法教育の取り組みについて「法教育の取り組みについて』』

西宮市立上ヶ原南小学校 松本榮次

（兵庫教育大学連合大学院学校教育学研究科）

小学校における法教育の取り組み小学校における法教育の取り組み
（例）（例）

２０１０年１月より３月

５年生３クラス９４名

総合的な学習の時間

テーマ「法について考えてみよう」

授業のねらい
身近な法（ルール）について考えることを
通して、私達の生活にとって、ルールが実
際に必要であることに気づく。

単元の展開単元の展開 （（全１３時間全１３時間））

（１）無人島ゲームをやろう（２時間）

（２）もしも、「・・・がなかったら」（２時間）

（３）福岡県司法書士会の特別授業 （２時間）

「法は何のためにあるのか？」

（４）大阪法務局見学（社会見学）（３時間）

（５）「運動場の使い方のルールを考えよう」

（４時間）

①無人島ゲーム①無人島ゲーム

まず、無人島ゲームで話し合い、一人で遭
難し、無人島で生きていかなければならな
い場合と、数名で遭難した場合でどう違う
か、考えた。数名で遭難した場合は、助け
合うと共にルールが必要になることが児童
から自発的に出てきた。

＊食べ物を平等に分けるのか、食べ物を

見つけてきた人が少し多めに分けるのか？

（漂流ゲーム）「法教育の実践の指導テキス
ト」からアレンジ

②もしも～がなかったら②もしも～がなかったら

「もしも、信号機がなかったら」

「もしも時間割がなかったら」

「もしも、チャイムがなかったら」（ノー
チャイム）

「もしも学校がなかったら」

（もしも・・・がなかったら）

「小学校の法教育を創る」から

③③福岡県司法書士会の特別授業福岡県司法書士会の特別授業
（２０１０年２月１２日）（２時間）（２０１０年２月１２日）（２時間）

「法は何のためにあるのか？」

「解釈の力ー紙芝居で学ぶ法教育教材ー」

（福岡県司法書士会法教育推進委員会）
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④④大阪法務局見学（社会見学）大阪法務局見学（社会見学）
（３時間）（３時間）

２００９年２月１８日

９：３０～１１：０５

大阪法務局を児童９４名と引率者

４名で見学した。

⑤⑤「運動場の使い方について「運動場の使い方について
考えよう」（４時間）考えよう」（４時間）

自分達にとって身近な存在である
運動場の遊び方についてのルール
を自分達で実際に考えることを通
して、ルールの必要性に気づくと
共に、よりよい生活に向かおうと
する態度を養っていくことを目標
に取り組んだ。

２年生のさおりさん達５人は、ドッチボー
ルをしたくて、運動場に出てきました。し
かし、４年生・５年生・６年生の児童が運
動場の広いところを全部使っています。そ
のため、さおりさん達はドッジボールをし
たいのですが、できません。
このようにさおりさん達は運動場で遊ぶと
き、いつもドッジボールができません。

あなたは、この運動場を使うときに、どの
ようなルールがあるとよいと思いますか。
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法教育特別授業の感想法教育特別授業の感想

○とてもわかりやすく、楽しい授業でした。

わからないことがあったけど、ほとんどわか
るようになりました。

○物語を作ってもらっていたから楽しい勉強に
なりました。

○しゃべる人がうまかったので、分かりやす
かったです。ルールがないと、ごちゃごちゃ
になってしまうということが分かりました。

○マンガで楽しく教えてくれたので、すごくわ
かりやすかったです。

大阪法務局見学の感想大阪法務局見学の感想

法務局がないと、家や土地などを自分の
物だと証明できないので、大切だとあら
ためて感じました。

法について、すごくよくわかりました。
（たとえば売買契約など）

いじめとかをしてはいけなくて、いじめ
られた人がいやな気持ちになることが、
わかりました。（人権ビデオを見て）

法教育特別授業の保護者の感想法教育特別授業の保護者の感想

子どもが感動して学習がとても楽しかっ
たとのことです。法についてくわしく学
ぶことができたという話をくわしく聞く
ことができました。

「保護者の私自身も、その授業を一緒にう
けて参観できればよかったです。」

というお手紙を次の日に受け取りました。

児童にとってたいへん心に残る学習に
なったと思われる。

学校現場において法教育を
普及させるための方策

 １．法務局・裁判所・検察庁等、法に携わる
公の施設は、小・中学生等の社会見学を受け
入れること

 ２．すぐれた授業例を提示すること

 ３．司法書士・弁護士等リーガルプロフェッ
ションがよい教材を提示すること

 ４．紙芝居、ゲーム、アニメーション、動画
等のいわゆる視聴覚教材を活用すること

 ５．すぐれた授業をアレンジすること

 ６．ルール（法）の必要性に気づく内容を取
り入れること

 ７．ルールを考える内容を取り入れること

 ８．大単元としての「法教育」を例示するこ
と

 ９．学年全体あるいは、学校全体で取り組む
こと

 10．保護者にも法教育のよさをわかってもら

うこと

最も重要なこと

法教育の学習、あるいは、法
教育の思考過程そのものが、
学校教育にとって必要な思考
力を養うものになっているこ
とを示すこと
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教師が実感教師が実感

児童が学校生活を送るにつ
いて、必要不可欠であると
実感することが大切ではな
いか

そのために・・・教材開発そのために・・・教材開発

 １年から中学３年まで、法教育
学年１つの教材
内容
児童・生徒にとって、身近な教材

例
・相隣関係
（となりの家からはみでた枝にあるかきをとっ
たらどうなる）

・窃盗罪について 万引き防止
・放火罪について 火遊び防止

数多くある法律の中から、小
学生・中学生・（高校生）に
必要な法律・内容を厳選する。

道徳または、社会科の中で学
年１つずつ位置づける

視聴覚教材を各学年作成する。

高校における司法書士の消費者教育は、必
要性から起こってきたとされている。

現在 情報モラル教育・・・情報モラルに
取り組もうとしている。すなわち 教師が
必要性を感じると取り組もうとしている。
すぐれた教材から、取り組む。例えば、
（無人島ゲーム ルールの必要性を子ども
が見つける）

（解釈の力 法は何のためにあるのか）

必要は、○○の母・・・必要は、○○の母・・・

その他その他

教育委員会単位での、法教育委員会の創設

司法書士法教育ネットワークのはたらき

法と教育学会

法教育を専門とする教育学部の大学教員の
育成

教育委員会・学校の法教育に関する窓口を
作る

ありがとうございました。ありがとうございました。


